
葛城市業務委託等指名競争入札参加者指名基準

（趣旨）

第１条 この基準は、市が発注する業務委託及び物品の購入等（以下「業務委

託等」という。）の指名競争入札において、指名競争入札に参加させようとす

る者の指名に関し、必要な事項を定めるものとする。

（指名の方法）

第２条 指名業者の選定は、指名競争入札に参加する資格を有する者（以下「有

資格者」という。）で、有資格者登録名簿に登載されている者のうちから指名す

るものとする。

２ 指名業者の数は、業務委託等の区分に従い、予定価格（消費税等を含む。

以下同じ。）に応じ、別表１のとおりとする。ただし、特別な理由がある場合

は、この限りでない。

３ 前項の規定により指名する業者数について、市内に本店、支店又は営業所

を有する者（以下「市内業者」という。）の数が別表第 1に定める数を超える

ときは市内業者の数とする。

（優先指名）

第３条 有資格者を指名しようとするときは、市内に本店、支店又は営業所を

有する者を他の者に優先して指名することができる。この場合において、個

人事業者については、その者の住所が市内にある者又は市内で届出を行い事

業を営む者とする。

（留意事項）

第４条 有資格者を指名しようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意す

るとともに、会計年度における業務委託等の指名及び受注状況等を勘案し、

指名が特定の有資格者に偏らないようにしなければならない。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営状況

(3) 納入実績

(4) 暴力団および暴力団員の状況

（その他）

第５条 この基準に定めのない事項については、葛城市工事等請負業者選定委

員会においてその都度協議する。

附 則

（施行期日）

この基準は、平成２４年６月１５日から適用する。

附 則

（施行期日）

この基準は、令和５年４月１日から適用する。



別表１

業種別の予定価格に対応する指名業者数

業 種 予定価格（消費税等含む。） 指名業者数

コンサル業務等
１千万円以上 一般競争入札

１千万円未満 ４者以上

物品その他の業務委託
１千万円以上 一般競争入札

１千万円未満 ４者以上



葛城市建設工事指名競争入札参加者指名基準

（趣旨）

第１条 この基準は、市が発注する建設工事（以下「工事」という。）の指名競

争入札において、指名競争入札に参加させようとする者の指名に関し、必要

な事項を定めるものとする。

（指名の方法）

第２条 指名業者の選定は、指名競争入札に参加する資格を有する者（以下「有

資格者」という。）で、有資格者登録名簿に登載されている者のうちから指名

するものとする。

２ 指名業者の数は、工事の区分に従い、予定価格（消費税等を含む。以下同

じ。）に応じ、別表１のとおりとする。ただし、特別な理由がある場合は、こ

の限りでない。

３ 等級をもって工事を発注するときは、工事の種類及び予定価格に応じ、別

表２に定める等級に属する者から指名するものとする。

（指名の特例）

第３条 工事の施工上特に必要と認めたときは、前条第３項の規定にかかわら

ず、直近上位の等級に格付けされた者から指名することができる。

２ 発注する工事が緊急を要する場合、高度の技術を要する場合又は施工上相

当困難を伴う場合は、当該等級の直近上位以上の等級の者又は施工能力があ

ると認められる市外業者から指名することができる。

３ 発注する工事の予定価格に応じた等級に属する者が、定められた指名業者

数に満たない場合は、市内業者のうち直近上位の等級に格付けされた者から

指名することができる。

（優先指名）

第４条 有資格者を指名しようとするときは、市内に本店を有し、かつ発注工

事と同種の業種を業とする者を他の者に優先して指名することができる。こ

の場合において、個人事業者については、その者の住所が市内にあるものと

する。

（留意事項）

第５条 有資格者を指名しようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意す

るとともに、会計年度における工事の指名及び受注状況等を勘案し、指名が

特定の有資格者に偏らないようにしなければならない。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営状況

(3) 既発注工事の施工実績

(4) 発注工事の施工についての技術的適性

(5) 手持工事の状況

(6) 安全管理の状況

(7) 暴力団及び暴力団員の状況



（その他）

第６条 この基準に定めのない事項又は運用に関して必要な事項は、葛城市工

事等請負業者選定委員会が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この基準は、平成２４年６月１５日から適用する。

（経過措置）

２ この基準の適用の際現に指名を受けている建築工事、舗装工事及び水道工

事における市外業者については、平成２４年度に限り、なお従前の例による。

また、指名実績のある市外業者について、平成２５年３月３１日までに本

店を葛城市内に移した旨の届出書を提出した場合は、引き続き市内業者とし

て指名対象とする。

附 則

この基準は、平成２５年６月１日から適用する。

附 則

この基準は、平成２６年６月１２日から適用する。

附 則

この基準は、平成２７年６月１日から適用する。

附 則

この基準は、平成２８年４月４日から適用する。

附 則

この基準は、令和５年４月１日から適用する。

附 則

この基準は、令和６年４月１日から適用する。

附 則

この基準は、令和８年４月１日から適用する。



別表１

業種別の予定価格に対応する指名業者数

別表２

発注工事別の予定価格に対応する等級区分

※ 指名競争入札を行う場合は、上記表の要件を付して行う

上記表の等級区分は、奈良県の等級区分を準用する

業 種 予定価格（消費税等含む。） 指名業者数

土木一式工事
２千万円以上 一般競争入札

２千万円未満 ４者以上

建築一式工事
２千万以上 一般競争入札

２千万円未満 ４者以上

舗装工事
２千万以上 一般競争入札

２千万円未満 ４者以上

その他工事
２千万以上 一般競争入札

２千万円未満 ４者以上

等 級 土木一式工事 等 級 建築一式工事 等 級 舗装工事

Ａ・Ａ１ ５千７百万円以上 Ａ・Ｂ ５千７百万円以上 Ａ ２千万円以上

Ａ・Ｂ
３千４百万円以上

５千７百万円未満
Ｂ・Ｃ

７百万円以上

５千７百万円未満
Ａ・Ｂ

１千万円以上

２千万円未満

Ｂ
２千３百万円以上

３千４百万円未満

Ｄ ７百万円未満

Ｂ・Ｃ
５百万円以上

１千万円未満

Ｂ・Ｃ
２千万円以上

２千３百万円未満

Ｃ ５百万円未満Ｃ
７百万円以上

２千万円未満

Ｄ ７百万円未満


